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 医療機関経営を取り巻く環境悪化の中で、窓口負担金の未払いの増加問題は、近時一般

にも注目されつつあります。四病院団体協議会など病院団体が中心となり、加盟病院を対

象とする実態調査が行われてきましたが、年額 370 億円（約 5,500 病院）にも上る全国で

の合計額が明らかになるなど、悪化をたどる一方の未収金問題について、厚生労働省にお

いても、今年度から「医療機関の未収金問題に関する検討会」を立ち上げ、課題を整理し

たうえで解決に向けた方策を検討する取り組みが始まりました。 

 

■「医療機関の未収金問題に関する検討会」における検討項目 

●未収金発生の理由・回収等の取り組み 

●保険診療契約についての学説・判例整理 

●応召義務についての整理・これをめぐる課題  等 

 

 このように、現在までは病院の未収金問題を中心とした議論が続いていますが、無床診

療所であっても、保険外診療など高額な治療を実施する医科や歯科クリニックにおいては、

高額の未収金が発生するケースも少なくありません。 

 したがって、本レポートでは、診療所が取り組む未収金対策に向け、発生要因等の傾向

を整理し、特にその発生を未然に防ぐための方策について紹介いたします。 

 

 

 

 上記の厚生労働省検討会における議論内容のうち、「保険診療契約についての学説・判

例」と「応召義務」に関する整理については、法的な解釈問題も含めて、判例等をベース

にした検討がなされています。医療機関、保険者、被保険者である患者の三者間診療契約

における契約関係に関する議論が進められていますが、特に最終手段である「保険者徴収

制度」によっても未収金を回収できなかった場合の責任負担について意見が分かれていま

す。その主要な主張は、次のようなものです。 

 

 

厚生労働省における検討と解決の方向性 

厚生労働省における検討がスタート 

未収金の最終負担者に関する議論の概要 

●厚生労働省側の主張 ： 最終的には医療機関の未収金 

●医療機関側の主張  ： 最終負担者は保険者であるから、医療機関ではなく 

             保険者自らが回収すべき 
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 未収金の最終負担に関する責任問題は、診療契約の法的性格を解釈する過程での議論で

もあることから、また、未収金が発生してから回収することは非常に困難であり、まずは

この防止策の検討が喫緊の課題であることについて、双方賛同の下で、未収金の発生原因

別に防止策が検討されることとなりました。 

 

 

 

（１）診療所の未収金は「累積型」 

 従来、診療所の未収金については、医科および歯科とも外来診療が中心で高額な治療も

少なかったために、大きく取り上げられる機会がなかったといえます。しかし、機能と専

門の分化が進み、患者のニーズに対応する医療サービスを提供するようになるにつれ、保

険外診療などによる高額な未収金が発生している現状が伝えられています。 

 しかし、一般的に診療所で発生する未収金は概ね少額であるケースが多くなっており、

わずか数十円の窓口負担金未払分を請求しないで放置することにより発生する場合など、

頻度が高くなるほど経営を逼迫する要因になることが次第に認識されつつあります。 

 病院とは異なり、少額の未収金の累積が経営へ影響することから、診療所の未収金問題

は、回収よりも発生させないための対策がより重要だといえます。 

 

（２）発生原因は診療所と患者側双方に存在する 

 「医療機関の未収金問題に関する検討会」において議論されている項目として、「未収

金発生の理由・回収等の取り組み」に挙げられたのは、次のようなものです。 

 

●会計時の現金不足 

●治療内容の不満 

●支払い意思なし 

●算定変更や追加修正 

●第三者行為による支払方法未決定 

●休日退院による会計不可能 

●待ち時間が長いために帰宅 

●保険資格喪失後の受診 

●老人・公費負担割合変更後の保険未提出による差額 

●保険生活保護受給患者の一部負担金連絡遅延 

（参考：厚生労働省「第 2回医療機関の未収金問題に関する検討会」資料） 

診療所における未収金問題の顕在化 
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 診療所の未収金についても、病院同様に「診療所側の原因」と「患者側の原因」のふた

つが存在し、これから細分化して発生原因を分類することができます。 

 このうち、歯科においては保険外診療の割合が病院・医科診療所よりも高くなるという

傾向から、とりわけ①所持金不足、②治療内容への不満、③支払意思なし、という原因へ

の対応が必要だといえるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●情報提供不足 

 ・医療費に関する情報（例：予定検査の金額、高額医薬品・医療材料） 

 ・診療に関する情報（例：次回予定の検査内容） 

●タイムラグのある算定 

 ・スタッフの理解不足（例：事後算定） 

 ・診療報酬制度上の課題（例：二次検査を要する治療） 

診療所側にある発生原因 

●所持金不足 

 ・医療費あるいは診療に関する情報に起因するもの 

 ・経済的事情に起因するもの 

●支払意思なし 

 ・診療所および治療そのものへの不満の表れ 

 ・常習的不払い 

患者側にある発生原因 
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 歯科診療所の未収金問題についても、診療所と患者側のそれぞれに原因があるといえま

すが、このうち情報提供不足が指摘される項目の中には、医療費に関する情報と診療情報

の２つに分類できます。 

 また、タイムラグのある算定という診療報酬制度に起因する問題については、スタッフ

の理解不足と診療報酬請求をめぐる算定方法に起因するものの２つに分けられます。 

 

（１）情報の提供不足に関する問題 

 前章で提示した未収金発生の原因のうち、現金不足による不払いについては、次のよう

なケースが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 診療に関する医療費の窓口負担額や検査の予定などの情報については、事前に患者側に

説明しておかなければ「所持金が足りない」という事態も想定されます。また、検査内容

だけを説明すると、具体的にどの程度の医療費がかかるのかがわからず、実施後に初めて

会計金額を知らされるのであれば、当日に支払いを終えることができずに未収金が発生す

ることになります。 

 こうした事態を防止するためには、事前に医師やスタッフが検査時の対応や窓口負担額

について、患者側に説明しておく必要があります。 

 一般に、未収金は次回来院・診療時に回収することになりますが、当日に治療が終了し

た場合や、時間外受診の際に会計処理ができない医療機関などは、未収金の発生リスクが

高くなるため、管理システム上の問題については検討が必要です。 

 

（２）タイムラグある算定をめぐる問題 

①スタッフの理解不足 

 主要なケースとしては、患者が会計・支払を終了し、診療所を出た後で事後算定が生じ

情報提供不足と算定をめぐる問題 

未収金問題の原因 ～診療所側の課題 

 

（１）急に高額の検査で当日の所持金が足りず、支払いができない 

（２）保険外診療のため支払いめどが立たず、長期の分割支払いとなる 

（３）時間外診療時の保険証不所持、所持金なし 

会計時の現金不足による不払いのケース 
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る場合に発生した未収金など、当日で治療を終えて次回来院予定がない場合には回収が困

難となることは少なくありません。 

 こうした事態を防ぐためには、スタッフが点数算定に関する知識を十分に備えているこ

とが必須条件だといえます。院内で定期的な勉強会を実施するなど、医師とスタッフ全員

が同水準の知識を共有できるような取り組みが必要です。知識がないために、医療費とし

て請求すべきことを認識できないケースも残念ながら存在するからです。 

 歯科の診療報酬は医科に比べて低いため、保険外診療の拡大を目指すがゆえに、スタッ

フの知識向上のモチベーションが向上しない傾向もみられますが、保険診療は医業収入の

基盤であるという意識を院内で共有することが重要です。 

 

②診療報酬制度に起因するもの 

 検査によっては、患者の来院がなくても実施可能なものもあるため、自己負担分の請求

を失念する場合があります。これは、診療報酬制度上、検査オーダーが出された後、その

実施ごとに請求する仕組みであるために、スタッフの失念を招く可能性が高くなっている

といます。 

 歯科診療所の場合、次回来院を予約していても患者本人がそのまま通院をやめてしまう

場合もあり、検査は実施したものの請求できず、結果的に未収金となってしまうケースが

少なくありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 診療所側の原因として分類されながらも、実際は個々の職員による不正行為によって結

果的に未収金となる場合もあります。特に、現金を取り扱う窓口や時間外における現金収

受の際には、チェック機能の不備を付く形で、誤りや不正が発生する環境に陥りやすいと

いえます。 
 しかし、スタッフ１名に現金の取扱を任せてしまう業務体制の見直しや、現金取扱規定

の確立と周知、さらに内部におけるチェック体制の強化という側面から、診療所側に存在

する問題として防止策に取り組む必要があります。 

●会計終了後に医師から追加オーダーが出たものの、次の来院がなく未収となる 

●検査実施後、患者の来院がなく請求できないために未収となる 

算定の変更や追加修正による未収のケース 

職員の不正行為を原因とする問題 
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 診療を終えたにもかかわらず、窓口負担金を支払わない患者には、所持金不足等の「支

払不能」と、そもそも支払意思がない「支払拒否」に大別できます。予め対策を講じる上

でも、また回収への具体策を検討する上でも、支払いを滞らせる患者がいずれのタイプに

該当するかを早期に見極めることが必要です。 

 

（１）支払不能のケース 

①会計時に所持金が不足 

 前章で紹介した診療所側の情報提供不足とも関連しますが、本来は支払能力に問題はな

くとも、会計時に所持金不足により未収となる場合があります。これについては、予め診

療内容と医療費に関する情報を提供し、理解を得ておくことで予防可能なケースです。 

 また、歯科診療所においては、数十円という少額の未払い分を請求せずに放置すること

も珍しくないと思われますが、このようなケースも頻度が高まると、経営を逼迫する累積

未収金となります。 

 さらに、会計までの待ち時間が長く、治療費の支払をせずに帰宅してしまうケースもあ

ります。後日の連絡で支払に応じてくれない場合、あるいは支払済みだと主張されてトラ

ブルになる場合もみられます。待ち時間調査においても、会計に関する項目は全国的に満

足度が低い傾向にあるため、時間短縮に向けてシステムを含めた見直しも必要でしょう。 

 

②経済的理由による支払不能 

 生活保護受給中の患者などでは、一部負担金の支払も困難な場合があります。また、一

部支払拒否と重複する要素がありますが、時間外来院患者で生活保護受給中と申告しなが

ら、後日受給資格を喪失していることが判明して未収となるケースも散見されます。 

 医療費の支払については、来院者に対して常時相談可能であることを案内し、分割支払

の提案や保険診療範囲の検討など、未収金を発生させない努力が必要です。 

 ただし、あくまで患者側に寄り添う姿勢で相談に応じ、「一緒に良い方法を考えましょ

う」というスタンスで向き合います。支払拒否については断固とした態度で臨むべきです

が、経済的事情が窺われる患者に対しては、個人の尊厳を損なわないような配慮も求めら

れます。 

未収金問題の原因 ～患者側の課題 

支払不能と支払拒否を見極める 
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（２）支払拒否のケース 

 受診したにも関わらず、窓口負担金の不払いや当初から支払意思がないと判断する患者

には、診療所や治療内容に不満を持つ場合と常習的に不払いを繰り返している患者という

２つのタイプに分類できます。 

 

①診療所もしくは治療内容に対する不満が要因 

 会計時に苦情、クレームとして申し出る場合もありますが、会計までの時間を待たずに

帰宅してしまった患者の中にも、不満を抱えていることを理由に支払いを拒否する患者が

存在します。 
 例えば、希望する治療をしてもらえなかった、薬を処方してもらえなかった、長く通院

しているのに治らない等の理由を挙げる場合がありますが、よく話に応じてみると別の理

由が隠されているケースも考えられますので、十分に話し合いをすることが必要です。理

不尽な要求だと態度を硬化させることなく、まず患者の主張に耳を傾けましょう。 
 こうした状況を防ぐためには、診療の際に院長による十分な説明と、患者側の理解が求

められますが、仮に不満を理由に支払い拒否をしている患者であっても、その不満を直ち

に解消することで信頼を得、その後も来院を続けてくれるようになる場合もあります。 

 

②常習的不払いの悪質なケース 

 自院だけでなく、他院も含めて常習的に窓口負担金の支払いを拒否している患者の存在

も否定できません。 
 再来新規患者で既に未収金があるケースは、初診時から対策を講じる必要があるでしょ

う。例えば、これまでの未払額を通知し、具体的な支払方法の相談を初回来院時に実施し

て、その内容を文書化しておくことも一案です。診療所としての支払いに関する姿勢を示

●老人・公費負担割合変更後の保険未提出による差額の未収 

 負担割合が変更された老人受給者証の旧証が回収されず、３割変更となった患者のレセ

プトが返戻となって未収が発覚する 

●生活保護患者の一部負担金の連絡遅延による未収 

 ・福祉事務所からの連絡遅延により、一部負担金が回収遅延もしくは不能となる 

 ・生活保護受給資格喪失後の受診による未収（連絡遅延等） 

●保険資格喪失後の受診による未収 

 資格喪失後も保険証を返還せず、受診歴のない医療機関で保険証を使用したために未収

となる 

生活保護・公費負担等に関する未収のケース 
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す意思表示にもなりますし、患者側への心理的影響もあります。 
 一方で、時間外に現金や保険証を所持せず、さらに虚偽の氏名や生年月日を申告して受

診する患者などに対しては、そもそも支払意思がないものと判断できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医科診療所においてみられる例として、診療所と患者側における問題から生じる未収金

のほか、診療行為の当事者以外の第三者が支払方法を決定する場合には、折り合いがつか

ずに未払いとなってしまうケースがあります。 

 例えば、交通事故や傷害事件等においては、健康保険の適用外疾病のために直ちに支払

方法が定まらず、その間の医療費が未収金となる場合です。被害者である患者としては、

医療費を負担することを拒否することも珍しくなく、相手方から早期に支払意思を示され

るケースを除いて、支払者の決定までに時間がかかったり、交渉がうまくいかずに最終的

に支払者が定まらなかったりすることもあります。 

 同様に交通事故などの場合、保険会社が関与することもあり、当該会社により一旦は支

払の意思が表示されても、事故調査の結果、患者側の過失割合が高くなり、支払不能を申

し出てくるケースもみられます。 

 

 このような例も含めて、診療所側に責任や不手際がなくても、結果的に未収金が発生し

てしまう可能性はゼロにならないため、比較的頻度が高く、かつ支払時点で対応可能なケ

ースに対しては、確実な予防策を講じることが歯科診療所における未収金対策のポイント

だといえます。 

 

●治療内容や診療所に対する不満による不払い 

 希望する検査や治療、医薬品処方をしてもらえなかった、治らないなどの理由を挙げて

支払いを拒否するケース 

●来院時から支払意思がないために未収となる 

 ・時間外で来院し、現金や保険証を故意に所持しておらず、後日の連絡もつかないため

未収となるケース 

 ・保険資格喪失後も保険証を故意に返還せず、受診歴のない医療機関で使用する 

不払い・支払拒否により発生する未収のケース 

第三者行為による支払方法をめぐる問題 
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 少額の未収金であっても、累積すると診療所の経営に影響するリスクの要素になります。

未収金は主に「窓口負担金の未払い・不足分」ですが、発生してから回収する方策は困難

なものだといえます。既に治療を終えてしまった患者にとっては、後日その支払いをする

ことに心情的な抵抗を感じるでしょうし、診療所側としても改めて請求しにくいうえ、回

収には患者に来院を促すことが前提であることが大きく影響することになります。 

 

（１）支払方法の選択肢を検討する 

 未収金対策の基本は、回収よりも予防策の重視です。仮に発生した場合でも、その時点

で請求する仕組みを予め院内で構築しておくことが重要です。 

 支払方法の新たな選択肢として、次のような項目を検討すべきです。 

 

●保証金の徴収 

 保険外診療など高額治療が想定される場合、入院時に５～10 万円を徴収 

●分割支払制度への対応 

 経済的問題が懸念される患者に対して、医療費相談窓口で分割支払の提案をする 

●クレジットカード・デビットカード導入 

 手数料が発生するが、保険外診療を主にする診療所は積極的に導入を検討すべき 

 

 分割払い制度やクレジットカード等による支払システムを導入する診療所は、全国的に

増加傾向にあります。信販会社との加盟店契約や手数料支払いなど、新たに発生するコス

トもありますが、一部でも未収金回収を確実にするためには、有効な方法のひとつです。 

 特に、診療報酬 1000 点以上、自己負担 3000 円以上の治療や処置件数が多い歯科診療所

では、少額の回収のために督促状を発送するよりも、はるかに実効性のある予防策だとい

えます。 

 

（２）医療費に関する相談は積極的に応じる姿勢を示す 

 未収金発生の原因のひとつである情報提供不足は、医療費の自己負担額について十分な

説明がなされていないという理由が多く見受けられます。仮に、検査実施前の注意事項の

未収金を防止する方策のヒント 

発生する前の防止対策が未収金問題の要諦 
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説明は行われていても、検査後の対応やそれに応じて新たに治療の必要が生じる可能性な

ど、医療費支払に関連する事項は不十分であるケースが少なくありません。検査実施・治

療前の丁寧な説明は、患者の不安を解消することにつながります。 

 また、患者側からは医療費について尋ね難い雰囲気があるのは否めません。相談窓口を

設置している診療所は少ないと思われますが、受付や会計担当のスタッフが積極的に声が

けし、支払いに関する相談を切り出すきっかけにすることができます。 

 

●診療内容に応じて事務スタッフが声がけ 

 会計時に「何かご質問やご不明な点がありませんか」等の問いかけ 

 院長から次回以降に実施される診療・治療内容を確認し、十分に説明する 

●プライバシー確保への配慮 

 支払はセンシティブな話題であり、相談室に準ずるスペースを確保しておく 

 

（３）未収金問題への関心を共有する 

 管理者である院長は、売上と共に未収金発生額・回収額を把握しておく必要があります。

件数が少ない、金額が些少であるなどを言い訳にしているうちに、累積金額は大きくなっ

てしまいます。発生原因も含めて、院長とスタッフ全員が未収金に対して関心を持つこと

が重要です。 

 

①所持金がない患者に対して書面（＊）記入依頼 

 次回支払額を確認し、「金額」「残金支払方法」の２点を相互に認識する 

 （＊）一部支払いを選択できる配慮、文書交換と口頭による確認を併用する 

②対応ルールと書式を院内で統一する 

 予め準備していなければスタッフにより対応に差が生じる 

 

（＊）書面の文面例 

 「治療費不足分のお支払方法について、ご確認いただきたく、下記事項につきご記入く

ださるようお願い申し上げます」と付言し、①治療費総額と支払意思、②残金支払方法の

２点に関して、患者に未収金の存在を認識させるようにします。 

 

 このとき、心理的な圧迫感を与えないような文面になるように、また記入が簡潔なもの

であるように留意しましょう。「○○様の治療費総額は○○○円です」という一文を冒頭に

記載するのも一法です。 
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１．治療費の支払 

 □ （     ）円を全額未払いとします。 

 □ 本日（      ）円を支払い、（      ）円は後日支払います。 

２．残金の支払 

 □ 次回来院時に残金全額を支払います。 

 □ ○月○日までに窓口に支払います。 

 □ ○月○日までに、下記口座に振り込む方法により支払います。 

  ○○銀行 ○○支店  普通預金 

  口座番号 ××××××× 

  口座名義 □□□□ 
 

 

 

 

（１）患者への迅速な伝達が重要 

 診療所側の原因で未収金が生じてしまった場合には、発生理由を十分に説明した上で請

求することが重要です。ある程度通院歴があり、診療所と信頼関係が構築されている患者

であれば電話での連絡と謝罪で足りると考えられますが、請求額が大きい場合や初診患者

に対しては、文書を作成し郵送することも必要になります。状況に応じて検討すべきです。 

 

（２）事例データベースとして予防策に活用 

 発生原因別に事例を整理し、予防できる方策を検討してノウハウに役立てる資料としま

す。同時に、歯科診療所では多額の未収金の発生頻度はそう高くないと考えられるため、

未収金の発生から回収までの対応フローを作成することも重要です。仮に、過去に未収金

回収に成功したケースがあっても、当時担当した職員の退職などにより、当該ノウハウが

活かされない状況も想定されるからです。マニュアルの一部として、診療所全体で共有で

きるように準備しておく必要があります。 

 

（３）患者とのトラブル拡大に留意する 

 未収金の発生によって、患者とのトラブル事案へと拡大しないように配慮しなければな

りません。特に、患者が故意に治療費を支払わないケースが近年増加している現状もあり、

未収金１件あたりの金額も大きくなっている傾向がみられます。このため、支払（未収金

回収）に対する態度を誤ると、患者の感情を害する可能性があり、これがマイナスの口コ

ミなどへつながる結果も想定されますので、前述のように、支払いが滞る患者のタイプを

早期に見極めることが重要です。 

未収金発生時の対応ポイント 
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●標榜科目：一般・小児歯科、矯正歯科 

●特殊および予防診療を重点とした医療展開（差別化を目指して業容拡大の結果） 

●保険外併用診療（自由診療）のウェイト大 

●週２回夜間診療実施（～２１時）、夜間診療時は事務スタッフ不在 

 上記クリニックにおける未収金発生の現状の危険度を測定するため、院内の各部署と業

務についてチェックを実施した結果、判明した事項とこれを防止するためのポイントを紹

介します。 

 

（１）外来と会計処理状況に関して確認した事項 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不正行為による未収金事例と対応策 

事例：Ａ歯科クリニックの概要 

標準的な外来動線

事
務
受
付

外
来
診
察
室

会
計

危険領域

保険証

新患申込書

受付

診察券

レセコン登録

カルテ
（出し）

カルテ
（作成）新患

再来

診察

処方箋・伝票類
（記載）

カルテ
（記載）

指導

投薬・注射

処置・手術

検査

処方箋・伝票類
（記載）

カルテ
（記載）

会計 レセコン入力

領収書
（控）

領収書

現金受領



原因別に対応！ 未収金を防止する仕組みづくり 

歯科経営情報レポート 13

①会計手順 

① 診察の終わったカルテを会計担当者がレセコンにデータ入力を行う 

② 自己負担金は、カルテ巻末の会計カードに会計担当者が記載する 

③ 請求・領収書は、レセコンから出力され、記載された金額を患者より受領する 

④ 請求領収書は２枚複写で出力されている 

⑤ 現金は会計担当者が兼任で対応している 

⑥ 受領した金額は、レジスターに入力 

⑦ 受領後領収書に受領印を押印し、患者へ渡す 

⑧ 領収書の控えはすべて綴られ、その日の売上として日報とともに事務長へ提出 

 

②日報処理手順 

① レジ精算を行い、当日のレシート売上を確認 

② メモ書き程度のものにレジ現金を記載（金種表に相当するもの） 

③ レセコンより日報出力 

④ 日報は患者別点数一覧形式で、当日受診した患者の診療点数合計とこれに対する

自己負担金の合計金額（窓口受領額）が明示されている 

⑤ 未収金になった患者の情報も日報には表示されている 

⑥ レジ現金とレシート合計、日報の受領金額の合計を突き合せて、院長（事務長）

へ提出 

 ⇒ ①、②ともに概ね適正に処理されていると判断できる 

 
 
（２）イレギュラーな処理体系の確認 ～不正行為を埋もれさせる環境 

 

 

 

 

 

 

○上記処理が発生する背景 

会計担当者によるレセコンへのデータ入力は、保険診療に係るものが基本 

 ⇒ 保険診療以外のデータは、レセコン入力されていない 

  ⇒ レセコンからの請求・領収書は出力されない 

   ⇒ 手書きの領収書により現金を受領している 

現状と主要な処理内容 保険外診療に関する治療料金（20～30 万円）の取扱 

 ⇒ 薬品代は別途加算 

   内金徴収（治療開始日に 10 万円） 

   日報に計上されていない 

   レセコンへのデータ未入力、手書き領収書を交付
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（１）手書き領収書による不正行為の流れとは 

①自由診療分の領収書を手書きで作成 

②会計カードには、後日筆跡等の確認がなされてもいいように記載しない 

③現金を受領し、手書き領収書を交付する 

④レジ入力はしない 

⑤レセコンへ入力しないため、レセコンからの請求・領収書は出力されない 

⑥レセコンからの日報にも反映しないため、レジ現金とレシートと日報は整合する 

 

（２）未収金管理体制不備に存在する危険性 

①レセコンへの入力は通常どおり行う 

②レセコンからの請求・領収書は出力される 

③現金の受領は、手書きの領収書にて処理する 

④レジの入力は行わない 

⑤レセコンに未収金として登録を行う 

⑥日報上は、未収金として登録されるため、現金とレシート、日報は整合する 

 ⇒ 自由診療のみに留まらず、保険診療部分も対象となる 

 

 

 

 

（１）夜間診療における体制不備 

●夜間診療時には５～10 名程度の患者が受診 

●事務スタッフ不在のため、歯科衛生士が患者対応をすべて行う 

●会計処理は、預り金制ではなく、薬代など実費で受領 

 
①引継ぎ事項が徹底されていない 

②受診患者のカルテは、受診後に歯科衛生士によってカルテ棚に収

納されている 

③夜間の受診患者台帳等が作成されていない 

 

会計業務に存在した不正の実態 

会計業務以外において指摘される問題点 

課 題 
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（２）時間外・休日診療にみられる不正行為の類型 

①受付から会計まで歯科衛生士がすべて対応 

②受診履歴の隠蔽 ⇒ 本事例では患者へのヒアリングによって判明 

③内金や薬剤料の手書き領収書による受領 

 

 

 

（１）業務分担の明確化 

●会計担当者（レセコン入力者）とレジ担当者のローテーション化 

●本来業務への専念（現金の取扱い禁止） 

●報告体系の確立（歯科衛生士・会計事務スタッフ ⇒ ＜事務長 ⇒＞ 院長） 

 

 

○夜間外来日誌【夜間・時間外診療における医科クリニックで採用する書式例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●時間外受診患者数 

 ●搬入経路（単独、紹介、他院の治療中止） 

 ●患者状況 

 ●受診患者カルテ（受診した患者全員分） 

 ●現金収受状況 

引継ぎを徹底すべき事項 

不正行為の発生を防ぐための体制整備 

平成　　　　年　　　　月　　　　日

ＮＯ 受診時間

1 　・診察　・投薬　・注射　・処置　・検査

2 　・診察　・投薬　・注射　・処置　・検査

3 　・診察　・投薬　・注射　・処置　・検査

4 　・診察　・投薬　・注射　・処置　・検査

5 　・診察　・投薬　・注射　・処置　・検査

出勤看護師氏名

患者氏名 実施事項 備考

夜間・休日外来日誌
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（２）電算処理の徹底 

●点数マスターの整備（保険外診療に関する項目の登録） 

●レセコンへのデータ入力の徹底 

●手書き領収書の廃止 

 

（３）不正行為防止と未収金管理 

① 発生時にはレセコンに登録する 

② 個人別の台帳に記載する 

③ 適宜督促して入金を促す 

④ 督促した結果は、台帳に記載する 

⑤ 院長（もしくは事務長）が毎日の発生状況を必ずチェックする 

⑥ 毎月の発生状況、入金状況、焦げ付きなどを管理者へ報告する 

 

 現金収受および管理をめぐる対応において不適切な取扱があるか否かを調査する場合に

は、下記のような項目をチェックし、書類および資料等を精査することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）内部牽制と外部監査の視点 

 受付から会計業務までを単独のスタッフが担当する場合には、管理体制を強化してチェ

ック機能を有効に作用させる必要があります。 

 

●院長（事務長）による内部監査の徹底（受診数、日報、月報、薬品使用量、未収金）

●予実管理の実施（毎月） 

●第三者による外部牽制（原因解明目的の現場ヒアリングの実施等） 
 

 ●受付事務スタッフ（手順ヒアリング） 

 ●診療所案内・パンフレット 

 ●カルテ（抜粋 10 冊程度） 

 ●診療料金表（内部資料） 

 ●請求・領収書（レセコンにより確認） 

 ●受領現金明細（金種表相当） 

 ●レシート集計表 

 ●日報関係（レセコン）～患者別診療費一覧 

チェックすべき項目と書類・資料 


